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■４月号 目次、論文問題：憲法見出し 

p.２、p.95 

誤：「刑事被告人の権利」 

正：「街頭防犯カメラの設置と肖像権」 

 

■７月号 捜査書類作成要領 

p.139 

下から８行目及び 11行目の休憩時間に関する問題文を、以下のとおり訂正します。 

８行目 

「午前 11 時 40 分、宮部警部補は取調べを中断し、録音・録画機器を停止して昼食のため

被疑者を留置施設に入場させた。」 

11行目 

「午後１時 50分、宮部警部補は取調べを中断し、録音・録画機器を停止して用便のため被

疑者を留置施設に入場させた。」 

 

■８月号 論文問題：刑法 

pp.112-113 

以下のように訂正します。 

誤：囲繞施設 

正：囲障施設 

 

「囲繞地」とは、住居や建造物の周囲の柵や塀、フェンス等で囲われた場所のことを意

味し、その場合の柵・塀・フェンス等の土地を取り囲む仕切りを、法令用語で「囲障」

といいます（民法 225～229条など参照）。 

「囲繞地」は、内側の家屋・建造物と一体として住居侵入・建造物侵入の保護対象にな

り、そのためには「囲障」施設で囲われていなくてはなりません。もっとも、そのほか

にも要件があるため該当ページをご参照ください。 


